
 

 
 

  ((一財)自治総合センター実施事業) 

1．事業の趣旨 

 一般財団法人自治総合センターが、宝くじ社会貢献広報事業費とし 

て受け入れる受託事業収入を財源として、コミュニティの健全な 

発展を図るとともに「宝くじの社会貢献広報事業」を行います。 

 

2．事業の内容 

(1)一般コミュニティ助成事業 

助成金額 100万円～250万円(10万円単位、10／10以内の助成) 

事業主体 市町村が認めるコミュニティ組織(自治会等) 

助成内容 
コミュニティ活動の活性化につながるコミュニティ活動に直接必要な施

設・設備の整備 

備 品 例 

・お祭り用品の整備(太鼓、法被、獅子頭、神楽(宗教性のないもの)、幕、

篠笛、提灯等) 

・集会施設の備品整備(机、イス、コピー機、プロジェクター、パソコン、

プリンター、テレビ等) 

・イベント用品の整備(テント、ポータブルアンプ、発電機、わた飴製造機、

イベント用ステージ等) 

・基礎工事の伴わない簡易な倉庫、物置 
 
(2)コミュニティセンター助成事業 

助成金額 
対象となる事業費の 5分の 3以内、1,500万円を上限(10万円単位) 、 

各都道府県原則 3件 

事業主体 市町村が認めるコミュニティ組織(自治会等) 

助成内容 
コミュニティ活動に必要な自治会集会所等の集会施設の建設・大規模修繕経

費及び施設内の備品 

対象経費 
建築主体、電気・機械設備、仮設費、一般管理費、設計費、現場経費、消費

税、一般コミュニティ助成に準ずる備品の整備、建物の登記費用 
 

※留意事項 
 
① 備品が助成対象になるかどうか不明な場合は問い合わせてください。 

② 申請をしても必ず助成を受けられるものではありません。 

③ 事業の実施は助成決定があった後に行ってください。 

④ 申請内容と異なる備品は購入しないでください。（助成が取消される場合があります。） 

⑤ 助成を受けて整備した施設・設備には、「表示に関するデザインマニュアル」に定める

表示を行う必要があります。コミュニティセンター助成事業では、建物の入り口等にプ

レートの設置が必要です。 

 

 

 



【実 績】 

年 度 自治会名 金 額(円) 購 入 品 

 

令和 4年度  

鹿ノ台南１丁目 2,200,000 カラー複合機等 

中菜畑２丁目 1,600,000 パソコン・テレビ等 

軽井沢町 2,000,000 机・椅子・発電機等 

 

3．事業実施主体 

次のような団体は対象外となります。 

専ら趣味や芸術等に限定した活動団体、PTA、体育協会、宗教団体、営利団体、公益法人、第 3 セクター 
 

4．事業の流れ 

 主たる流れは、事業実施主体（自治会）が、生駒市に対し事業の要望を提出し、生駒市

が申請書類を奈良県に提出、取りまとめを行ったのちに(財)自治総合センターに提出とい

った手順で進みます。結果は実施年の 4月頃に生駒市から通知します。 

 事業実施主体（自治会）は直接(財)自治総合センターとやり取りをせず、全て生駒市地

域コミュニティ推進課を窓口として申請等の事務を行ってください。 
 

５．申請の流れ 

 例年、８月中旬に次年度申請用のコミュニティ助成事業実施要綱が決定されるため、そ

の実施要綱により事業実施主体（自治会）が申請書類等を作成し、９月１３日（水）まで

に生駒市役所地域コミュニティ推進課へ提出してください。 
 

６．必要書類 

(1)９月１３日(水)までに提出する書類は、以下のうち「◎」の付いた書類です。 

(2)９月１５日（金）に、申請した団体について推薦順位を決める抽選会をおこないます。 

(3)９月２５日(月)【必着】までに提出していただく書類は◎印以外の全てです。 

 

●コミュニティ助成事業【申請】必要書類一覧表(実施年度が令和６年度の場合) 

 書 類 名 備 考 

◎１ 申請書 様式 1 （原本） 

２ 申請書 様式１別表 （原本） 

◎３ 自治会の規約 自治会組織の規約（コピー可） 

◎４ 令和 5年度事業計画 自治会の事業計画（コピー可） 

◎５ 令和 5年度予算書 自治会の予算書 （コピー可） 

６ 金額積算根拠 見積書(3通)等（備品の品番は必ず明記する。）（コピー可） 

７ 事業内容に関する資料 購入する備品のカタログ等（カラーコピー(白黒不可)） 

※コミュニティセンター助成にはこの他に『工事図面』、『資金計画書』、『総会資料等の住

民総意であることがわかる書類』が必要となります。 


